
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン改訂版ポイントのまとめ 

 

第１章 重大事態調査の概要及び調査の目的 

〇重大事態とは、〝いじめにより重大な被害が生じた″疑い又は〝いじめによ

り不登校を余儀なくされている″疑いがある段階を指す。 

〇これらの疑いが生じた段階から学校の設置者又は学校は調査の実施に向けた

取組を開始する。 

〇重大事態調査の目的は、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等へ

の対応を直接の目的とするものではなく、当該重大事態への対処及び再発防

止策を講ずることにある。 

 

第２章 いじめ重大事態に対する平時からの備え 

〇重大事態の発生を防ぎ、かつ、重大事態が発生した際に適切な対応をとるこ

とができるよう、平時から学校の全ての教職員は、いじめ防止対策推進法

（以下「法」という。）、いじめの防止等のための基本的な方針、いじめの重

大事態の調査に関するガイドライン及び「生徒指導提要（改訂版）」を理解

することが必要である。 

〇学校においては、学校いじめ対策組織が個別のいじめに対する対処におい

て、実効的な役割を果たせるよう、学校外とも連携体制を構築する。 

〇学校の設置者においては、学校と緊密に情報共有を行い、重大事態が発生し

た場合に迅速に調査を開始することができるよう職能団体等と連携できる体

制を構築しておくことが望ましい。 

 

第３章 学校の設置者及び学校の基本的姿勢 

〇重大事態調査を行うに当たっては、学校の設置者及び学校は、事実関係を明

らかにして、自らの対応を真摯に見つめ直し、再発防止策を確実に実践して

いく姿勢で取り組むことが必要である。 

〇調査の対応と並行して、対象児童生徒への心のケアや必要な支援、関係児童

生徒に対する指導及び支援等に取り組むことが求められる。 

〇犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどであることが明らかであり学校

のみでは対応しきれない場合には、警察に相談・通報して対応することが必

要である。 

 

資料２ 



第４章 重大事態を把握する端緒 

〇重大事態の判断は、学校の設置者又は学校が行う。学校の設置者又は学校

は、別添資料１に示す重大事態として扱われた事例を参考としつつ、法第 23

条第２項や法第 24 条に基づく調査を通じて把握した情報をもとに疑いを抱

いた段階から対応を開始する。 

〇不登校重大事態については、年間 30 日の欠席を目安とするが、児童生徒が

一定期間、連続して欠席しており、その要因としていじめが考えられるよう

な場合には、学校は、欠席期間が 30 日に到達する前から設置者に報告・相

談し、情報共有を図るとともに、重大事態に該当するか否かの判断を学校が

行う場合は、よく設置者と協議するなど、丁寧に対応することが必要であ

る。 

〇児童生徒や保護者から、重大事態の申立てがあったときは、重大事態が発生

したものとして報告・調査等に当たる。なお、児童生徒や保護者から、重大

事態の申立てをうけたが、学校が児童生徒へのいじめの事実等を確認できて

いない場合には、必要に応じて、まず、法第 23 条第２項の規定を踏まえた

学校いじめ対策組織による調査を実施し、事実関係の確認を行うことが考え

られる。 

 

第５章 重大事態発生時の対応 

〇学校の設置者及び学校は、重大事態が発生した際は、地方公共団体の長等ま

で重大事態が発生した旨を報告しなければならない。 

〇重大事態発生時の初動対応においては、特に、対象児童生徒・保護者との情

報共有が重要であり、学校の設置者又は学校において窓口となる担当者を決

めて、保護者との連絡・調整に当たり、情報が途切れないようにすることが

必要である。 

〇学校では、調査に必要な文書等の収集・整理、必要に応じて報道対応が求め

られる場合もある。 

 

第６章 調査組織の設置 

〇調査主体は学校の設置者が判断する。不登校重大事態については、原則とし

て学校主体で調査を行う。 

〇特段の事情がある場合を除いて、第三者を加えた調査組織となるよう努め

る。 



〇専門的見地からの詳細な事実関係の確認や調査組織の公平性・中立性を確保

する必要性が高く、調査組織の構成について特に熟慮する必要性が高い重大

事態は以下のとおり。 

 ①対象児童生徒が死亡しており、自殺又は自殺が疑われる重大事態 

 ②対象児童生徒と関係児童生徒の間で被害と加害が錯綜しているなど事案が

複雑であり、詳細に事実関係を明らかにすることが難しい重大事態 

 ③これまでの経緯から学校の対応に課題があったことが明らかであるなど学

校と関係する児童生徒の保護者等との間に不信感が生まれてしまっている重

大事態 

 

第７章 対象児童生徒・保護者等に対する調査実施前の事前説明 

〇調査を始める前に対象児童生徒・保護者への事前説明を行う。事前説明を通

じて、調査についての認識のすり合わせや共通理解を図ることが円滑に調査

を進めることにつながる。 

〇事前説明は、いじめ重大事態が発生したと判断した後、速やかに説明・確認

する事項と調査組織の構成や調査委員等調査を行う体制が整った段階で説明

する事項があり、２段階に分けて行うことが望ましい。 

〇関係児童生徒・保護者への説明も行う必要がある。 

 

第８章 重大事態調査の進め方 

〇アンケート調査や聴き取り調査を行う際には、調査対象者に対して調査の趣

旨や把握した情報の活用方法等を説明してから行うことが必要。 

〇第３節の標準的な項目・記載内容を参考としつつ、可能な限り詳細な事実関

係の確認を行い、再発防止策の提言につなげる。 

 

第９章 調査結果の説明・公表 

〇調査報告書に基づく対象児童生徒・保護者への説明は法で求められている。

併せて、いじめを行った児童生徒・保護者にも説明を行うことが必要であ

る。その際、個人情報保護法や児童生徒のプライバシーや人権に配慮しつつ

行う。 

〇調査報告書に基づいて、地方公共団体の長等に対して報告を行うことも法で

求められている。 

〇調査報告書を公表するか否かについては、学校の設置者及び学校として、当



該事案の内容や重大性、対象児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童

生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断するものであるが、特段の

支障がなければ公表することが望ましい。 

 

第 10 章 重大事態調査の対応における個人情報保護 

〇改正個人情報保護法に基づいた対応が求められる。法第 28 条第２項に基づ

いて、対象児童生徒・保護者に調査結果の説明を行う場合や調査報告書の公

表を行う場合にも適切に対応することが必要である。 

 

第 11 章 調査結果を踏まえた対応 

〇調査結果を踏まえて中長期的に対象児童生徒の支援や配慮が求められる場合

もある。また、いじめを行った児童生徒に対しても必要な指導及び支援を行

うことが求められる。 

〇再発防止策を実効性のあるものとするため、学校の設置者の責任の下、第三

者の視点も入れながら、取組の進捗管理や検証を行うことが考えられる。 

 

第 12 章 地方公共団体の長等による再調査 

〇学校の設置者又は学校による重大事態の調査が当該重大事態への対処又は当

該重大事態と同種の事態の発生の防止のために不十分であり、再調査を行う

必要があると考えられる場合としては、例えば、次のようなものが考えられ

る。 

 ①調査を取りまとめた後、調査結果に影響を及ぼし得る新しい重要な事実が

判明したと地方公共団体の長等が判断した場合 

 ②事前に対象児童生徒・保護者と確認した調査事項又は調査中に新しい重要

な事実が判明した事項について、地方公共団体の長等が十分な調査が尽くさ

れていないと判断した場合 

 ③調査組織の構成について、地方公共団体の長等が明らかに公平性・中立性

が確保されていないと判断し、かつ、事前に対象児童生徒・保護者に説明し

ていないなどにより対象児童生徒・保護者が調査組織の構成に納得していな

い場合 


